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７
月
１
１
日
に
第
２
２

回
参
議
院
議
員
総
選
挙
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
選
挙
に

先
立
ち
、
「
ま
も
れ
シ
モ

キ
タ
！
行
政
訴
訟
の
会
」

「
Ｓ
ａ
ｖ
ｅ 

ｔ
ｈ
ｅ 

下

北
沢
」
「
下
北
沢
商
業
者

協
議
会
」

の
３
団
体
は
、

東

京

選

挙

区

の

立

候

補

者
・
比
例
候
補
者
、
さ
ら

に
各
政
党
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
行
い
ま
し
た
。

　

結
果
、
民
主
党
・
社
民

党
・
共
産
党
・
み
ん
な
の

党
所
属
の
２
４
名
の
候
補

者
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
政
党
本

部
か
ら
は
、
民
主
党
・
自

民
党
・
共
産
党
・
社
民
党

か
ら
回
答
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

先
の
衆
議
院
議
員
選
挙

の
時
と
同
様
に
自
民
党
の

候
補
者
か
ら
は
回
答
を
得

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

今
回
初
め
て
我
々
の
公
開

質
問
に
自
民
党
本
部
か
ら

回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
今
後
も
公
開
質

問
な
ど
に
誠
意
あ
る
回
答

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
通
信
で
は
ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

の

一

部

を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

の

全

体

は
、w

w
w
.
s
h
i
m
o
k
i
t
a
-

a
c
t
i
o
n
.
n
e
t

で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

今
回
、
回
答
し
て
い
た

だ
い
た
候
補
者
、
政
党
本

部
の
ほ
と
ん
ど
が
同
意
し

た
設
問
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
「
連
続
立
体
交

差

事

業

の

仕

組

み

の

検

証
、

見
直
し
の
必
要
性
」

と

い

う

も

の

で

す
（

下

図
）
。　

　
連
続
立
体
交
差
事
業
と
は

　

連
続
立
体
交
差
事
業
と

は
、
踏
切
を
な
く
す
た
め

に
、
鉄
道
と
ク
ロ
ス
し
て

い
る
道
路
を
地
下
化
、
も

し
く
は
高
架
化
す
る
事
業

を
意
味
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
連
続
立

体
交
差
事
業
で
は
、
道
路

特
定
財
源
を
利
用
し
て
、

新
し
い
道
路
を
整
備
す
る

こ

と

が

事

業

の

条

件

と

な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
連
続
立
体
交
差
事
業

と
は
、
「
踏
切
を
な
く
す

こ
と
で
道
路
交
通
を
円
滑

化
さ
せ
る
」
と
い
う
目
的

だ
け
で
な
く
、
「
踏
切
を

な
く
す
つ
い
で
に
新
し
い

道
路
を
整
備
す
る
」
と
い

う
目
的
が
あ
る
道
路
事
業

な
の
で
す
。
こ
う
し
た
理

由
か
ら
、
下
北
沢
で
長
年

問
題
と
な
っ
て
き
た
「
開

か
ず
の
踏
切
」
を
解
消
す

る
と
い
う
事
業
に
、
補
助

５
４
号
線
と
い
う
要
ら
な

い
道
路
事
業
が
く
っ
つ
い

て
き
て
い
る
の
で
す
。

１

よく知っている

6

よく知っている

4

そう思う

19

そう思う

22

そう思う

23

そう思う

23

知っている

11

知っている

9

そうは思わない

1

あまりよく知らない

6

あまりよく知らない

10

3
よくわからない

思わない

1

６ あなたは、下北沢が自動車の交通が少なく、歩いて楽しめる街として、国内外

から評価されていることを知っていますか。

５ あなたは、下北沢に計画されている道路（補助54号線）が、国が定めた連続立

体交差事業の採択要件のひとつとして事業化される道路であることを知っています

か。

４ あなたは、道路特定財源の一般財源化を踏まえ、新規道路の建設を採択要件

とする連続立体交差事業の仕組みの検証、見直しが必要だと思いますか。

３ あなたは、連続立体交差事業の採択要件として事業化されようとしている道路

については、道路事業単体としての必要性を改めて検証するべきであると思いま

すか。

２ あなたは、補助金獲得を目的として計画内容が決定されたと考えられる地方の

道路事業については、その必要性を改めて検証するべきであると思いますか。

１ あなたは、国の直轄事業だけでなく、補助金交付の対象となる地方の道路事業

についても、費用便益分析等の最新データによる見直しを行う必要があると思いま

すか。

下北沢の道路問題に関するアンケート
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残
念
な
が
ら
自
民
党
か

ら
は
連
続
立
体
交
差
事
業

の
見
直
し
に
つ
い
て
の
直

接
的
な
言
及
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
「
下
北
沢
の

持
つ
街
の
魅
力
、
下
北
沢

を
愛
す
る
住
民
の
皆
様
の

お
気
持
ち
、
駅
周
辺
地
域

の
安
全
と
安
心
、
利
便
性

の
向
上
を
十
分
に
鑑
み
つ

つ
、
未
来
に
資
す
る
社
会

資
本
整
備
の
あ
り
方
を
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と

い
う
回
答
が
あ
り
ま
し
た

が
、
連
続
立
体
交
差
事
業

の
条
件
で
あ
る
補
助
５
４

号
線
の
必
要
性
、
弊
害
を

十
分
に
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
下
北
沢
は

四
方
を
幹
線
道
路
に
囲
ま

れ
道
路
網
が
整
備
さ
れ
た

地
域
で
、
道
路
整
備
が
緊

急
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
地
域
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
補
助
５
４

号
線
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

で
、

街

の

雰

囲

気

の

破

壊
、
中
小
規
模
の
店
舗
の

立
ち
退
き
、
高
層
ビ
ル
の

乱
立
、
自
動
車
の
街
へ
の

流
入
増
加
と
い
っ
た
事
態

が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
点
か

ら
、
事
業
の
見
直
し
は
必

須
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

連
続
立
体
交
差
事
業
の
仕

組
み
を
見
直
す
べ
き

　　

し
か
し
、
ご
存
じ
の
方

も

多

い

と

は

思

い

ま

す

が
、
道
路
特
定
財
源
が
昨

年
度
か
ら
一
般
財
源
化
さ

れ
ま
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
道
路
整
備

の

た

め

に

し

か

使

え

な

か
っ
た
お
金
が
他
の
目
的

に
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
動
き
を
考
慮

し
て
、
新
し
い
道
路
を
整

備
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
条
件
を
見
直
す
べ
き
で

す
。

　

今
回
の
参
議
院
議
員
候

補
者
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

連
続
立
体
交
差
事
業
の
見

直

し

に

賛

成

し

て

い

ま

す
。

　

た
と
え
ば
、
当
選
を
果

た
し
た
民
主
党
の
加
藤
敏

幸

氏

は

見

直

し

に

同

意

し
、
コ
メ
ン
ト
欄
で
「
連

続
立
体
交
差
事
業
そ
の
も

の
の
問
題
点
は
、
小
田
急

問

題

と

指

摘

さ

れ

て

お

り
、

国

レ

ベ

ル

と

し

て

は
、
鉄
道
の
改
良
投
資
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
財
政

面
、
環
境
面
で
再
検
討
す

べ
き
と
考
え
ま
す
。
」

と

明
言
し
て
い
ま
す
。　
　

民
主
党
・
共
産
党
・
社
民

党
も
見
直
す
べ
き
と
主
張

　

ま
た
、
民
主
党
・
共
産

党
・
社
民
党
と
い
っ
た
党

本
部
か
ら
も
、
同
様
の
回

答
が
得
ら
れ
ま
し
た
（
下

図
・

質

問

１
）
。　
　
　

　

与
党
で
あ
る
民
主
党
の

回
答
を
抜
粋
し
ま
す
と
、

「
ご
指
摘
の
よ
う
に
、

道

路
特
定
財
源
は
一
般
財
源

化
さ
れ
た
点
も
ふ
ま
え
れ

ば
、

従
来
に
も
ま
し
て
、

関
連
の
事
業
に
つ
い
て
、

そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
厳

し
く
精
査
し
て
い
く
こ
と

は
当
然
と
考
え
る
。
」

と

明
言
し
て
い
ま
す
。　
　

　

共
産
党
、
社
民
党
も
そ

れ
ぞ
れ
「
必
要
な
立
体
交

差
事
業
を
単
独
で
計
画
、

実
施
す
る
た
め
に
、
同
事

業
の
制
度
の
見
直
し
を
是

非
、
行
う
べ
き
で
す
。
」「
今

回
の
道
路
特
定
財
源
の
一

般
財
源
化
を
踏
ま
え
、
新

規
道
路
建
設
な
ど
を
必
須

の
要
件
と
し
て
行
っ
て
き

た
連
続
立
体
交
差
事
業
自

体
の
仕
組
み
を
検
証
し
、

見
直
し
て
い
く
こ
と
に
賛

成
で
す
。
」

と
見
直
し
に

向
け
た
姿
勢
を
見
せ
て
い

ま
す
。
今
後
の
活
動
に
期

待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
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５
月
２
６
日

（水
）、
下
北
沢
道
路
事
業
認
可
取
消
等
訴
訟
の
第
１
７
回
口
頭
弁
論
が
東
京
地
裁
１
０
３
号
大

法
廷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　

今
回
の
口
頭
弁
論
で
、
裁
判
長
が
岩
井
裁
判
官
か
ら
川
神
裁
判
官
へ
と
交
代
し
ま
し
た
。
シ
モ
キ
タ
裁
判
が

２
０
０
６
年
９
月
に
始
ま
っ
て
か
ら
、
三
人
目
の
裁
判
長
と
な
り
ま
す
。

　
　

弁
護
団
は
、
裁
判
長
の
交
代
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
口
頭
弁
論
で
行
っ
て
き
た
通
常
の
一
時
間
を
越
え
て
、
一

時
間
半
に
及
ぶ

「弁
論
の
更
新
」
を
行
い
、
新
裁
判
長
に
対
し
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
弁
論
し
ま
し
た
。

裁
判
長
交
代
、
異
例
な
人
事
に
対
し
、
真
摯
な
弁
論
更
新

が
本
件
裁
判
の
裁
判
長
に

な
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

一
方
の
当
事
者
の
肩
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う

不
安
を
抱
か
せ
る
点
で
疑

問
も
残
り
ま
す
。　
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 弁

論
の
更
新
と
は
？

　

民
事
訴
訟
法
は
、
事
件

を
担
当
す
る
裁
判
官
が
代

わ
っ
た
場
合
、
事
件
の
当

事
者
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ

て
き
た
弁
論
の
結
果
を
陳

述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
弁
論
の
更
新
と

い

い
、

裁

判

の

諸

原

則

の

一

つ

で

あ

る

直

接

主

義
（
判
決
を
書
く
裁
判
官

が
、
弁
論
の
聴
取
や
証
人

尋
問
な
ど
を
自
ら
行
う
こ

と
）
の
要
請
に
よ
り
、
裁

判
手
続
上
重
要
な
手
続
き

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
裁
判
実
務
に

お
い
て
は
、
当
事
者
の
主

張
は
書
面
を
通
じ
て
行
わ

れ
、
裁
判
官
の
面
前
で
弁

論
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　　

そ
こ
で
、
通
常
は
弁
論

の
更
新
は
、
裁
判
官
が
「
弁

論
の
更
新
を
し
ま
す
」
と

述
べ
て
、
当
事
者
が
そ
れ

を
確
認
す
れ
ば
、
弁
論
の

結
果
が
陳
述
さ
れ
た
こ
と

と
な
り
、
一
分
も
か
か
ら

ず
に
終
了
し
ま
す
。

本
事
件
に
お
け
る
弁
論
の

更
新
の
重
要
性

　

私
た
ち
は
、
過
去
１
６

回
の
口
頭
弁
論
で
は
毎
回

準
備
書
面
を
提
出
し
、
主

張

を

展

開

し

て

き

ま

し

た
。
し
か
し
、
今
回
は
あ

え
て
準
備
書
面
を
提
出
せ

ず
に
、
弁
論
の
更
新
に
集

中
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
回
の
口
頭

弁
論
に
お
い
て
、
弁
護
団

は
従
来
の
「
形
式
的
な
」

弁

論

の

更

新

と

は

異

な

り
、
一
時
間
半
か
け
て
実

際
に
こ
れ
ま
で
の
弁
論
の

ポ
イ
ン
ト
や
、
審
理
の
中

で

問

題

と

な

っ

て

き

た

様
々
な
事
項
に
つ
い
て
、

新
裁
判
長
に
対
し
直
接
口

頭

で

弁

論

を

行

い

ま

し

た
。

　

裁
判
傍
聴
に
来
ら
れ
た

方
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
も
シ
モ
キ
タ
裁

判
の
中
で
弁
護
団
は
書
面

だ
け
に
頼
る
こ
と
な
く
、

直
接
口
頭
で
主
張
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、

裁
判
官
に
よ
り
明
確
に
主

張
を
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
で
あ
り
、
傍
聴
に
来
て

い
る
方
々
に
私
た
ち
の
主

張
を
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
弁
護
団
の

考
え
か
ら
、
こ
れ
ま
で
足

裁
判
レ
ポ
ー
ト

か
け
４
年
に
わ
た
り
行
っ

て
き
た
私
た
ち
の
主
張
を

整
理
し
た
上
で
、
新
裁
判

長
に
対
し
改
め
て
弁
論
を

行
う
こ
と
は
、
重
要
な
意

義
が
あ
る
も
の
と
い
え
ま

す
。

運
輸
省
へ
の
出
向
経
験
者

が
裁
判
長
に

　

ま
た
、
新
裁
判
長
の
川

神
裁
判
官
は
、
今
年
の
４

月
に
東
京
地
裁
行
政
部
の

裁
判
長
に
な
る
以
前
は
最

高
裁
判
所
の
行
政
担
当
の

上
席
調
査
官
と
い
う
役
職

に
あ
り
、
ま
た
、
平
成
２

年
か
ら
平
成
４
年
ま
で
の

２
年
間
、
本
件
の
連
続
立

体
交
差
事
業
と
直
接
関
係

す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

運
輸
省
の
地
域
交
通
局
の

交
通
計
画
補
佐
官
の
仕
事

を
行
っ
て
い
た
と
い
う
経

歴
を
有
し
て
い
ま
す
。　

　

川
神
裁
判
官
の
裁
判
長

就
任
は
、
最
高
裁
の
上
席

調

査

官

と

い

う

地

位

に

あ
っ
た
者
が
東
京
地
裁
の

裁

判

長

と

し

て

い

わ

ば

「
下
り
て
く
る
」
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
最
高

裁
判
所
の
人
事
慣
行
と
し

て
は
、
異
例
と
も
い
え
、

弁
護
団
は
弁
論
の
更
新
に

際
し
て
そ
の
経
緯
を
問
い

質
し
ま
し
た
。

　

「
運
輸
省
に
い
た
か
ら

公

正

な

判

断

が

で

き

な

い
」
と
い
う
こ
と
は
一
概

に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、　

運
輸
省
へ
の
出
向
経
験
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　＜弁論更新の概要＞

○本件計画が、下北沢の特質を無視した都市計画であること、再開発を誘導するためという不当な目的を有

　すること、道路計画自体にも様々な不合理な点があること、さらに、計画決定に至る手続に違法があると

　いう主張（石本弁護士）

○本件計画において、具体的な必要性が明らかにされておらず、またこれにより得られる利益と失われる利

　益との比較衡量の視点がないこと、さらに、戦災復興計画におけ　る緑地計画が廃止されたにも関わらず

　道路計画の見直しがないのは旧都市計画法の趣　旨に反するという主張（宮村弁護士）

○連続立体交差事業、補助 54 号線事業、区画街路 10 号線事業は、それぞれが一つのプロジェクトの不可

　欠な部分を担っており実態として一個の事業であること、そして、　それぞれの事業の違法性が別の事業

　の違法性に影響を及ぼすという主張（武内弁護士）

○本件における静岡県浜松市の連続立体交差事業に関する平成 20 年の最高裁判決の影響について、小田急

　連続立体交差事業に関する平成 17 年の最高裁大法廷判決が環状六号線の拡幅に関する平成 11 年最高裁

　判決の判例変更した部分について、本件計画に文化の欠落があることが決定的な欠陥であるという主張（斉

　藤弁護士）　　

URL: www.shimokita-action.net  /  E-mail: info@shimokita-action.net



（編集後記）訴訟の会では、今年も「SHIMOKITA VOICE」に参加します。シモキタ問題に興味のある方はどなたでもお気軽にご
参加下さい。私も去年は参加できませんでしたが、今年は参加したいと思います（片平）。

まもれシモキタ！通信 ２０１０年８月１０日　火曜日　第１８号（第１版） ４
　　　

　

わ
た
し
た
ち
“
ま
も
れ

シ
モ
キ
タ
！
行
政
訴
訟
の

会
”

は
、
“
下
北
沢
商
業

者

協

議

会

”
“S

a
v
e
 
t
h
e
 

下
北
沢
”
と
の
共
催
で
、

８

月

２

８
・
２

９

日

に
、

シ
モ
キ
タ
問
題
を
テ
ー
マ

に
し
た
複
合
イ
ヴ
ェ
ン
ト

“S
H
I
M
O
K
I
T
A
 
V
O
I
C
E
 
2
0
1
0

”

を
開
催
し
ま
す
。

　

初
日
は
ア
レ
イ
ホ
ー
ル

で
二
部
構
成
の
ト
ー
ク
・

イ
ヴ
ェ
ン
ト
。
シ
モ
キ
タ

訴
訟
弁
護
団
の
石
本
伸
晃

弁
護
士
の
司
会
に
よ
り
、

下
北
沢
の
文
化
的
な
ル
ー

ツ
を
見
つ
め
直
す
と
こ
ろ

か
ら
、
街
を
分
断
す
る
道

路
計
画
と
様
相
を
一
変
さ

せ
る
再
開
発
計
画
が
、
大

型
テ
ナ
ン
ト
化
と
家
賃
急

騰
を
呼
び
、
個
人
店
の
経

営
を
圧
迫
す
る
現
状
ま
で

を
検
証
し
ま
す
。

パ
ネ
ラ
ー
に
は
き
む
ら
け

ん
（
北
沢
川
文
化
遺
産
保

存
の
会
）
、
佐
高
信
（
『
週

刊
金
曜
日
』
編
集
委
員
・

評
論
家
）
、

立
川
談
四
楼

（
落
語
家
）
な
ど
、

さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
中
の

顔
ぶ
れ
を
予
定
し
て
い
ま

す
が
、
さ
ら
に
「
道
路
整

備
事
業
の
大
罪
」
（
洋
泉

社
新
書
）
の
著
者
で
も
あ

る
明
治
学
院
大
学
の
服
部

圭
郎
准
教
授
に
も
、
新
た

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
はs

h
i
m
o
k
i
t
a
z
a
 

w
a
 
G
A
R
D
E
N

で
の
ラ
イ
ヴ
・

イ
ヴ
ェ
ン
ト
。
シ
モ
キ
タ

訴

訟

の

原

告

で

も

あ

る

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
も
り

ば
や
し
み
ほ
が
２
０
１
０

年
１
月
に
結
成
し
た

L
e
s
 

c
o
c
o
t
t
e
s

（
レ
・

コ

コ

ッ

ト
）
、

落
語
家
の
立
川
志

の
輔
に
よ
る
下
北
沢
も
の

が
た
り
。
そ
し
て
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
の
黒
田
征
太

郎
＋
ド
ラ
マ
ー
の
中
村
達

也
＋
舞
踊
家
の
田
中
泯
に

よ
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、

下
北
沢
な
ら
で
は
の
異
種

混
合
に
よ
る
文
化
的
な
生

成
変
化
の
現
場
を
お
見
せ

し
ま
す
。
こ
ぞ
っ
て
ご
来

場
く
だ
さ
い
！

開催迫る！！

「まもれシモキタ！行政訴訟の会」では、この訴訟を
バックアップして下さるサポーターを募集しています。
サポーターの方々には１口 5,000 円／年 ( 複数口歓迎 ) の
ご負担と支援をお願いしています。「まもれシモキタ！通
信」をはじめ、勉強会・シンポジウムなどのイベント情報、
裁判の進行状況や活動状況について郵送・メールにてお伝
えします。★カンパのみの応援も大歓迎しています（郵便
口座 00120-2-594289 まもれシモキタ！行政訴訟の会ま
で）。
　サポーター参加と運営費のカンパ協力をお願いします

「まもれシモキタ！行政訴訟の会」サポーター担当 : 堀江照彦
TEL&FAX: 03-3467-6936　E-MAIL: HorieTeru@aol.com
住所 : 〒 155-0031 世田谷区北沢 4-14-17

サポーター募集とカンパのお願い 第１８回　口頭弁論のお知らせ

日時：９月１７日 ( 金 )　１５：３０～
場所：東京地方裁判所　１０３号大法廷
交通：東京メトロ丸の内線日比谷駅
　　　千代田線　霞ヶ関駅　A1 出口から徒歩 1 分
　　　有楽町線　桜田門駅　5 番出口から徒歩 5 分

大法廷を傍聴人で一杯にし、この訴訟への関心の高さを
裁判官にアピールすることが重要です。皆様、是非ご参
加下さい。法廷終了後に、弁護士会館で裁判の内容につ
いて弁護団から解説を受けるとともに、質疑応答・意見
交換も行います。
　裁判の経緯・過去の裁判資料はウェブで公開しています↓
http://www.shimokita-action.net/archive/

8 月 28 日（土）TALK　EVENT

時間：14 時～ 18 時　会場：アレイホール　入場料：1000 円（予約不要）

出演者：きむらけん（北沢川文化遺産保存の会）・佐高信（週間金曜日編

集委員・評論家）・立川談四楼（落語家）・田中優子（法政大学社会学教授）・

平松昭子（イラストレーター）・松尾貴史・もりばやしみほ（ミュージシャ

ン）・和気優（農民カフェ）・服部圭郎（明治学院大学准教授）

パフォーマンス－東方力丸（漫読家）

　　　 8 月 29 日（日）　LIVE　EVENT

開場：16 時　開演：16 時 30 分

会場：GARDEN　入場料：前売り 3500 円 / 当日 4000 円

出演者：Les cocottes・TWO-STRUMMER・KIRIHITO・立川志の輔・リリー

フランキー＋上田禎・黒田征太郎＋中村達也＋田中泯

ライブチケット（8 月 29 日）予約
●チケットぴあ　TEL：0570-02-9999　 P コード：111-678 
● e+（イープラス）　 http://eplus.jp/
●ローソンチケット TEL：0570-084-003　 L コード：73181
●ビグトリィ　TEL：03-3419-6261　E-mail：bigtory@mba.ocn.ne.jp


